
 

 

 

 

大和市寄附条例施行規則第４条に基づき、氏名及び寄附の内容を公表しています。 
氏名の公表を希望しない場合には、下記にチェックしてください。 
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２．  
 

※お寄せ頂いたメッセージは公表する場合があります。 
※この欄で寄附の具体的な活用先を指定することはできませんので、予めご了承ください。 

 

 

 

記入例 



【裏面】 

（                 ）事業へ 

 

           

 

 

※財産（土地、建物等）の受入れは、 
公有財産規則第４条に基づき別途起案 

寄附申込書（原本）と 
調定書は各基金主管課で 
５年保存 
（申込書の写しを 

起案課へ送付） 


